
平成 27 年度

貸金業務取扱主任者資格試験問題用紙

次の注意事項をよく読んでください。

（注意事項）

� 試験問題は、試験監督員の指示があるまで開かないでください。

� 試験時間は、13 時 00 分から 15 時 00 分までの�時間です。

� 試験時間中の途中退出はできません。試験時間が終了するまでは席を離れないで

ください。ただし、体調不良などの場合は、手を挙げて合図し、試験監督員の指示

に従ってください。

� 試験問題用紙に乱丁、落丁、印刷不鮮明がある場合は、手を挙げて試験監督員に

合図してください。

� 試験問題の内容に関する質問には一切お答えできません。

� 答は、別の解答用紙(マークシート)に記入してください。

� 試験室では試験監督員の指示に従ってください。指示に従わないとき、又は不正

行為等の不都合な行為があると認めたときは、退場をさせ、失格となることがあり

ます。

	 試験問題用紙は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。


 出題の根拠となる法令等の基準日は、平成 27 年�月�日とし、出題に係る法令

等については、同日において施行されている法令等とします。



法及び関係法令に関すること

【問題 �】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの

個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けは、貸金業に含まれる。

ｂ 資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとす

る者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。

ｃ 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものとして内閣府令で定めるものをいう。

ｄ 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金（住宅の用に供する土地

又は借地権の取得に必要な資金を含む。）の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に

必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 �】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第�条第�項各号のいずれかに該当する者として貸

金業の登録を拒否されるものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産者であった者で復権を得た日から�年を経過していないもの

② 貸金業法第 24 条の�の�（監督上の処分）第�項の規定により貸金業の登録を取

り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の 60 日前に退任した者であって、当

該取消しの日から�年を経過していないもの

③ 株式会社であって、その取締役の中に、出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処

せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から�年

を経過していない者のあるもの

④ 株式会社であって、その常務に従事する取締役が�人いる場合において、そのうち

貸付けの業務に�年以上従事した経験を有する者が�人であるもの

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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【問題 �】

貸金業者向けの総合的な監督指針において、システムリスク管理態勢の検証について、

監督当局が、貸金業者の業容に応じて、留意して検証することとされている事項に関す

る次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号

をマークしなさい。

① システムに係る外部委託業務について、リスク管理が適切に行われているか。特に

外部委託先（システム子会社を含む。）が複数となる場合には、管理業務が複雑化し

リスク管理ができないことから、外部委託をしようとする業務を外部委託しない体制

となっているか。

② 重要な外部委託先に限定することなく、全ての外部委託先に対して、内部監査部門

による監査に加えて、システム監査人による監査を実施しているか。

③ 現金自動設備に係るシステムのセキュリティ対策のうち、資金需要者等への対応と

して、スキミングの可能性、暗証番号の盗取の可能性、類推されやすい暗証番号の使

用の危険性等、現金自動設備の利用に伴う様々なリスクについて、資金需要者等に対

する十分な説明態勢が整備されているか。

④ コンティンジェンシープランが策定され、緊急時体制が構築されているか。また、

コンティンジェンシープランは、その内容について客観的な水準が判断できるものを

根拠とせず自社の貸金業務の実態やシステム環境等の実態に即して作成され、必要に

応じて見直される態勢となっているか。
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【問題 �】

貸金業者の禁止行為に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの組み合

わせを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 貸金業者向けの総合的な監督指針（以下、本問において「監督指針」という。）に

よれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわら

ず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第

12 条の�（禁止行為）第�号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要

があるとされている。

ｂ 監督指針によれば、例えば、確定判決において消費者契約法第	条から第 10 条ま

での規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政

法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条

項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約（消費者契約に限る。）を締結

することは、貸金業法第 12 条の�第�号の規定に該当するおそれが大きいことに留

意する必要があるとされている。

ｃ 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の

内容のうち、「重要な事項」(注)については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを

行うものとし、特に、貸付けの利率の引上げ及び引下げ、配偶者の同意、並びに取立

て行為を第三者に委託することについては、その取扱いに留意するものとされている。

ｄ 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又

は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、

刑事罰の対象となるだけでなく、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事から、

その登録を取り消され、又はその業務の全部もしくは一部の停止を命じられることが

ある。

(注) 重要な事項とは、資金需要者等の利害に関する事項であって、当該貸付けの契約

の締結及び変更にあたり、その意思決定に影響を及ぼす事項をいう。

① ａｂ ② ａｄ ③ ｂｃ ④ ｃｄ
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【問題 �】

返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例

対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸付審査に関する貸金業

者の監督に当たっては、例えば、貸付基準に則り、貸付審査を的確に実施する態勢が

整備されているかに留意する必要があるとされている。また、その検証に当たっては、

例えば、個人顧客について指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する場合にお

いて、当該顧客に係る信用情報の照会が同機関に対して同日中に繰り返し行われてい

るなど借回りが推察されるときは、当該顧客に対し、貸付けは一切行わず、既存の貸

付残高があれば速やかに返済を求めることとしているかに留意するものとされている。

② 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、法人との間で貸

付けに係る契約を締結する場合には、事前又は事後に信用情報機関等を利用して借入

れの状況を確認しなければならず、また、その返済能力を確認する場合には、決算書

及び代表者の資産の一覧表の書類又は電磁的記録の提供又は提出を受けなければなら

ないとされている。

③ 貸金業者は、法人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約に

つき、保証人となろうとする個人との間で、保証契約を締結しようとする場合には、

当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに当たり、指定信用情報機関が

保有する信用情報を使用する必要はない。

④ 貸金業者は、個人顧客との間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場

合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用

情報を使用する必要はない。
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【問題 �】

貸金業者であるＡ社が、個人顧客であるＢとの間で締結している極度方式基本契約（以

下、本問において「本件基本契約」という。）について行う、本件基本契約が基準額超

過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査（以下、本問において「本件調査」とい

う。）等に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜

④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Ａ社は、非営利

特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、Ａ社は、Ｂとの間で、

本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

ａ 本件基本契約において、�か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基

づく極度方式貸付けの残高の合計額は 10万円であった。この場合、Ａ社は、指定信

用情報機関が保有するＢに係る信用情報を使用して、本件調査を行わなければならな

い。

ｂ 本件基本契約の契約期間を、本件基本契約を締結した日から同日以後�か月以内の

一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後�か月ごとの期間に区分したそ

れぞれの期間（以下、本問において「所定の期間」という。）において、直近の「所

定の期間」内にＡ社が行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は

�万円であり、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸

付けの残高の合計額は 10万円であった。この場合、Ａ社は、本件調査を行う必要は

ない。

ｃ 本件基本契約において、貸金業法施行規則第 10 条の 24（基準額超過極度方式基本

契約に係る調査の要件等）第�項第�号に該当することを理由として本件調査を行う

必要がある場合には、Ａ社は、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から

�週間を経過する日までに、指定信用情報機関にＢの個人信用情報の提供の依頼をし

なければならない。

ｄ 本件基本契約が、Ｂが特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極

度方式基本契約（特定緊急貸付契約に限る。）であって、Ｂの返済能力を超えない極

度方式基本契約と認められ、緊急個人顧客合算額が 10万円を超えないものであり、

本件基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が�か月を超えないものに該当する

ときは、Ａ社は、本件調査を行う必要はない。

① ａｂ ② ａｃ ③ ｂｄ ④ ｃｄ
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【問題 �】

貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登

録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者

登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。

② 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合、「期限の利益の喪失の定めが

あるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

③ 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、「賠償額の予定に関

する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合」を表示するときは、そ

の年率を、百分率で少なくとも小数点以下二位まで表示しなければならない。

④ 貸金業者が行う貸付けの条件の広告には、不当景品類及び不当表示防止法その他の

法令が適用されることはなく、貸金業法のみが適用される。
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【問題 	】

貸金業者は、顧客との間で、貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、その契約の内容を

明らかにする書面（以下、本問において「契約締結時の書面」という。）を当該顧客に

交付した。この場合において、当該貸金業者が、貸金業法第 17 条に基づき、契約締結

時の書面に記載した事項を変更するときに、当該顧客の利益となる変更に該当するか否

かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該顧客に再交付しなけ

ればならないこととなる記載事項に該当するものを次の①〜④の中から�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の

貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割

引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 賠償額の予定に関する定め

② 返済の方法及び返済を受ける場所

③ 利息の計算の方法

④ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
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【問題 
】

貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内

容が適切なものの個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしな

さい。

ａ 貸金業者は、貸金業法第 19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定めら

れた最終の返済期日（当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したとき

にあっては、当該債権の消滅した日）から少なくとも 10 年間保存しなければならな

い。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該

極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方

式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のも

の（これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあ

っては、その消滅した日）のうちいずれか遅い日から少なくとも 10 年間保存しなけ

ればならない。

ｂ 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約（極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係

る契約ではないものとする。）を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、

貸金業法第 13 条（返済能力の調査）第�項に規定する調査に関する記録を作成し、

これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日（当該貸付けに係る契約に

基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した

日）までの間保存しなければならない。

ｃ 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基

本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該

調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成した日から少なくとも�年間保存し

なければならない。

ｄ 貸金業者は、貸金業法施行規則第 10 条の 21（個人過剰貸付契約から除かれる契

約）第�項第�号に規定する不動産の建設又は購入に必要な資金等の貸付けに係る契

約を締結した場合には、不動産の売買契約書もしくは建設工事の請負契約書その他の

締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写

しを、当該貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも�年間保存しなければなら

ない。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 10】

取立て行為の規制に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わ

せを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて

貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立

てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は

氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、日本工業規格Ｚ

8305 に規定する	ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記

載した書面を交付又は送付する方法により、その相手方に明らかにしなければならな

い。

ｂ 貸金業者向けの総合的な監督指針（以下、本問において「監督指針」という。）に

よれば、監督当局は、取立行為に関する貸金業者の監督に当たって、内部管理部門に

おいては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要

に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、

取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているかに留

意する必要があるとされている。

ｃ 監督指針によれば、貸金業法第 21 条（取立て行為の規制）第�項第�号に規定す

る「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、

「債務者等の自発的な承諾がある場合」は「正当な理由」に該当する可能性が高いが、

「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は「正当な理由」に該当

しないとされている。

ｄ 貸金業者の従業者は、債務者宅を訪問し債権の取立てをするに当たり、相手方から、

当該従業者の弁済受領権限及び取り立てる債権に係る契約の内容を明らかにするよう

請求があった場合には、貸金業法第 12 条の�（証明書の携帯等）に規定する証明書

の提示によることで当該請求に応じたものとみなされる。

① ａｂ ② ａｃ ③ ｂｄ ④ ｃｄ
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【問題 11】

貸金業者であるＡは、顧客であるＢとの間で締結した貸付けに係る契約に基づく債権

（以下、本問において「本件債権」という。）を第三者であるＣに譲渡しようとしてい

る。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権は、抵当証券法第�条第�項に規

定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。

① Ａは、本件債権をＣに譲渡するに当たり、Ｃとの間で、債権譲渡契約において、当

該債権譲渡に係る貸金業法第 17 条第�項に規定する契約の内容を明らかにする書面

をＡがＢに交付することを約定したときは、Ｃは、当該書面をＢに交付する必要はな

い。

② Ａは、本件債権をＣに譲渡するに当たっては、Ｃに対し、本件債権が貸金業者の貸

付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにＣが本件

債権に関してする行為について貸金業法第 24 条（債権譲渡等の規制）第�項に定め

る規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

③ Ａが本件債権を貸金業者ではないＣに譲渡した場合、Ａが作成し保存していた「本

件債権に係る貸金業法第 19条に規定する帳簿」はＡからＣに引き渡されるため、Ａ

は、本件債権をＣに譲渡した後に引き続き貸金業を営むときであっても、当該帳簿を

保存する必要はない。

④ Ａは、本件債権をＣに譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第 24 条の規定を

適用しないこととされるときを除き、譲渡をした日から 30 日以内に、その旨をその

登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
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【問題 12】

貸金業者向けの総合的な監督指針における不祥事件に対する監督上の対応に関する次の

①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマー

クしなさい。

① 不祥事件とは、貸金業の業務に関し、法令に違反する行為のほか、検挙された行為

をいい、資金需要者等から告訴又は告発されただけで検挙されていない行為は、不祥

事件に該当しないものとされている。

② 監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があっ

た場合において、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実があるときは、直ちに、

当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施し、内部管理部門への報告、警察等関係

機関等への通報を行うか否かを判断するための内部管理部門による不祥事件の調査・

解明が実施されていることを確認するものとされている。

③ 監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、不祥事件の発

覚後の対応は適切か、不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか、

不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか、内部牽制機能が適切に発揮さ

れているか、再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追

及は明確に行われているか、資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適

切か、という着眼点に基づき検証を行うこととされている。

④ 監督当局は、不祥事件の届出があった場合、重大・悪質な法令違反行為が認められ

ないとしても、当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名（貸金業務取

扱主任者である場合にはその旨）、当該行為の概要、発覚年月日、発覚の端緒、発生

原因分析及び改善・対応策等について定期的に報告書を徴収し、当該貸金業者に対す

る指導を継続するなど、監督当局の主導により業務改善をする必要があり、貸金業者

の自主的な業務改善に終始することがないように留意すべきであるとされている。
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【問題 13】

貸金業法第 41 条の 35（個人信用情報の提供）及び同法第 41 条の 36（指定信用情報機

関への信用情報の提供等に係る同意の取得等）に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その

内容が適切なものの個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークし

なさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人

ではないものとする。

ａ 加入貸金業者(注�)は、加入指定信用情報機関(注�)に資金需要者等に係る信用情報の

提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需

要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

ｂ 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として加入前極度方式貸付

契約(注�)を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該顧客に関する個人信用情報

を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意を当該顧客から書面又は電磁的方法によ

り得なければならない。

ｃ 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を

締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報

提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。

ｄ 加入貸金業者は、貸金業法第 41 条の 36 第�項及び同法施行規則第 30 条の 15（信

用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等）第�項に規定する同意に関する記録を、

当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなら

ない。

(注�) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方で

ある貸金業者をいう。

(注�) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定

信用情報機関をいう。

(注�) 加入前極度方式貸付契約とは、加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の

締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 14】

次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答

欄にその番号をマークしなさい。

① Ａは、Ｂとの間で、元本を�万円とし利率を年�割（20％）とする利息の約定を

して営業的金銭消費貸借契約（第一契約）を締結し�万円をＢに貸し付けた。Ａは、

その�か月後に、第一契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、

Ｂとの間で元本を�万円とし利率を年�割（20％）とする利息の約定をして営業的

金銭消費貸借契約（第二契約）を締結し�万円をＢに貸し付けた。この場合、第一契

約及び第二契約における利息の約定は、ともに年�割	分（18％）を超過する部分

に限り無効となる。

② Ａは、Ｂとの間で、元本を�万円とし利率を年�割（20％）とする利息の約定を

して営業的金銭消費貸借契約（第一契約）を締結し�万円をＢに貸し付けた。Ａは、

Ｂが第一契約に基づく債務を完済した後に、Ｂとの間で元本を�万円とし利率を年�

割（20％）とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約（第二契約）を締結し

�万円をＢに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年�割	分

（18％）を超過する部分に限り無効となる。

③ Ａは、Ｂとの間で、元本を 50万円とし利率を年�割	分（18％）とする利息の約

定をして営業的金銭消費貸借契約（第一契約）を締結し 50万円をＢに貸し付けた。

Ａは、第一契約に基づく債務の元本残高が�万円である時点において、Ｂとの間で元

本を�万円とし利率を年�割（20％）とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借

契約（第二契約）を締結し�万円をＢに貸し付けた。この場合、第二契約における利

息の約定は、年�割	分（18％）を超過する部分に限り無効となる。

④ Ａは、Ｂとの間で、元本を 50万円とし利率を年�割	分（18％）とする利息の約

定をして営業的金銭消費貸借契約（第一契約）を締結し 50万円をＢに貸し付けた。

Ａは、第一契約に基づく債務の元本残高が 45万円である時点において、Ｂとの間で

元本を�万円とし利率を年�割（20％）とする利息の約定をして営業的金銭消費貸

借契約（第二契約）を締結し�万円をＢに貸し付けると同時に、元本を 50万円とし

利率を年�割	分（18％）とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約（第三

契約）を締結し 50万円をＢに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約におけ

る利息の約定は、ともに年�割�分（15％）を超過する部分に限り無効となる。
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【問題 15】

みなし利息に関する次のａ〜ｄの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの

個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付

け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を

当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

ｂ 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された

弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧

客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

ｃ 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第

17 条第�項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付し、その手数料を当該

顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

ｄ 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務を

担保する目的物を競売によらず私的に売却し、売却代金を当該契約の残債務に充当す

る手続を行った際に、その手数料（当該手続の費用に該当するものではなく、かつ公

租公課の支払に充てられるべきものではないものとする。）を当該顧客から受領した

場合、当該手数料は、利息とみなされる。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 16】

貸金業法第	条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適

切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、業務の種類及び方法を変更したときは、その日から�週間以内に、そ

の旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事（以下、本問において「登録行

政庁」という。）に届け出なければならない。

② 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事

務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から�週間以内に、その旨を

登録行政庁に届け出なければならない。

③ 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から�週間

以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その使用人であって、貸金業に関し貸金業法第�条（登録の申請）第

�項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府

令で定めるものを変更したときは、その日から�週間以内に、その旨を登録行政庁に

届け出なければならない。
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【問題 17】

貸金業法第 10 条（廃業等の届出）に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切

でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する

法人を代表する役員は、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理

大臣又は都道府県知事（以下、本問において「登録行政庁」という。）に届け出なけ

ればならない。

② 法人である貸金業者が、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした

場合においては、その清算人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届

け出なければならない。

③ 個人である貸金業者が死亡した場合においては、その相続人は、貸金業者が死亡し

た事実を知った日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人（唯一の相続人であるもの

とする。）は、被相続人の死亡後 60 日間（当該期間内に貸金業法第�条第�項の規定

による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間）は、引き続き貸金業を営

むことができる。
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【問題 18】

貸金業者向けの総合的な監督指針において、顧客等に関する情報管理態勢について、監

督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次の①〜

④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマー

クしなさい。

① 社内規則等において、法令及び貸金業協会の自主規制規則等を踏まえ、適切な顧客

等に関する情報管理のための方法及び組織体制の確立（部門間における適切なけん制

の確保を含む。）等を具体的に定めているか。

② 顧客等に関する情報の漏えい等が発生した場合に、適切に責任部署へ報告され、二

次被害等の発生防止の観点から、対象となった資金需要者等への説明、指定信用情報

機関及び消費者委員会への報告並びに必要に応じた公表が迅速かつ適切に行われる体

制が整備されているか。

③ クレジットカード情報等について、利用目的その他の事情を勘案した適切な保存期

間を設定し、保存場所を限定し、保存期間経過後適切かつ速やかに廃棄しているか。

業務上必要とする場合を除き、クレジットカード情報等をコンピューター画面に表示

する際には、カード番号を全て表示させない等の適切な措置を講じているか。

④ 顧客等に関する情報へのアクセス管理の徹底（アクセス権限を付与された本人以外

が使用することの防止等）、内部関係者による顧客等に関する情報の持出しの防止に

係る対策、外部からの不正アクセスからの防御等情報管理システムの堅牢化、営業所

等の統廃合等を行う際の顧客等に関する情報の漏えい等の防止などの対策を含め、顧

客等に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる態勢となっているか。
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【問題 19】

貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�

つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 家庭裁判所により補助開始の審判を受けた被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録

の拒否事由に該当する。

② 株式会社である貸金業者が貸金業法第 24 条の�の�（監督上の処分）第�項の規

定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及

び場所の公示の日前 60 日以内にその株式会社の取締役であった者で当該取消しの日

から�年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

③ 貸金業者向けの総合的な監督指針（以下、本問において「監督指針」という。）に

よれば、貸金業法施行規則第 10 条の�（貸金業務取扱主任者の設置）第�号の「常

時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属

する営業所等が�つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤

務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。

④ 監督指針によれば、貸金業法第 12 条の�（貸金業務取扱主任者の設置）第�項に

定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限

定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見でき

ると思われるものは含まれないとされている。
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【問題 20】

返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つ

だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、

当該顧客の返済能力を調査するに際し、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の

収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁

的記録として内閣府令で定めるもの（以下、本問において「資力を明らかにする書面

等」という。）の提出又は提供を受ける必要はない。

② 貸金業者は、個人顧客（個人事業者ではないものとする。）との間の貸付けに係る

契約について、保証人となろうとする個人との間で保証契約を締結しようとする場合、

当該保証人となろうとする者の返済能力を調査するに際し、当該保証人となろうとす

る者から、資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

③ 貸金業者向けの総合的な監督指針（以下、本問において「監督指針」という。）に

よれば、貸金業法施行規則第 10 条の 17（資力を明らかにする事項を記載した書面

等）第�項第	号に規定される「所得証明書」には、「根拠法令なく、行政サービス

の一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書」は含まれないとされてい

る。

④ 監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、

個人向貸付けの調査に関する事項として、個人顧客につき貸金業法第 13 条（返済能

力の調査）第�項本文各号のいずれか又は同法第 13 条の�（基準額超過極度方式基

本契約に係る調査）第�項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧

客から、貸金業法施行規則第 10 条の 17 第�項に規定される源泉徴収票その他の当該

個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けら

れないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確

認できないことから、貸金業法第 13 条の�（過剰貸付け等の禁止）第�項により貸

付けの契約（極度方式貸付けに係る契約を含む。）を締結できないことに留意する必

要があるとされている。
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【問題 21】

貸金業者であるＡ社は、個人顧客であるＢとの間で極度額を 50 万円とする極度方式基

本契約（以下、本問において「本件基本契約」という。）を締結した。Ａ社は、Ｂとの

間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①

〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマ

ークしなさい。

① Ａ社は、Ｂに対し本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限（以下、

本問において「貸付限度額」という。）として 30万円を提示している場合において、

貸付限度額を極度額である 50万円に増額するときは、Ｂの返済能力の調査を行う必

要はない。

② Ａ社は、Ｂに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を 20万円に減額し

た後、Ｂの返済能力の回復が認められたことにより、極度額を、本件基本契約を締結

した時点における極度額である 50万円に増額する場合、Ｂの返済能力の調査を行わ

なければならない。

③ Ａ社は、Ｂに返済能力の低下は認められないが、Ｂと連絡することができないため

に、極度額を一時的に 20万円に減額した。その後、Ａ社は、Ｂと連絡することがで

きたことにより、極度額を 50万円に増額する場合、Ｂの返済能力の調査を行う必要

はない。

④ Ａ社は、Ｂとの間の合意に基づき、極度額を 100万円に増額した場合、内閣府令で

定めるところにより、極度額を増額した年月日及びＢの資力に関する調査の結果等の

記録を作成し保存しなければならない。
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【問題 22】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第 13 条の�（過剰貸付け等の禁止）第�項に規定

する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第

10 条の 23 で定めるものに該当しないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマーク

しなさい。

① 金融機関からの貸付け（以下、本問において「正規貸付け」という。）が行われる

までのつなぎとして行う貸付けに係る契約（極度方式基本契約を除く。）であって、

正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が�か月を超え

ないもの

② 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客

の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、か

つ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画（当該契約に係る貸付けの金額

が 100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状

況及び資金繰りの状況）に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る

契約であると認められるもの

③ 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務を弁済

するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の�か月

の負担が当該債務に係る�か月の負担を上回るが、「当該貸付けに係る契約の将来支

払う返済金額の合計額」と「当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担

する元本及び利息以外の金銭の合計額」の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金

額の合計額を上回らないもの

④ 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸

付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法によ

り確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個

人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超え

ない貸付けに係る契約であると認められるもの
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【問題 23】

貸付けの契約に係る説明態勢等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でな

いものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針（以下、本問において「監督指針」という。）に

よれば、契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の

知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定

めた社内規則等を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約に係る説

明を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか、また、貸付けの契約に係

る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後検証が可能となる措置

が講じられているかに留意するものとされている。

② 監督指針によれば、貸金業者が、資金需要者等に勧誘を行った際、再勧誘を希望し

ない旨の意思表示があった場合において、資金需要者等から、再勧誘を希望しない期

間、商品の範囲について確認ができないときには、勧誘を行った資金需要者等の属性

や貸付商品の特性等に応じて再勧誘を希望しない期間等を個別に判断する必要がある

が、一般的には、当該貸金業者が行う一切の勧誘について、少なくとも概ね�か月間、

再勧誘を希望しないと推定されるものと考えられるとされている。

③ 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則（以下、本問において「自主規制基本

規則」という。）によれば、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘

を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、協会員は、

当該意思表示のあった日から最低�か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する

取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならないものとされている。

④ 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等に

より契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧

誘を行うに際して丁寧かつ十分な説明をする必要があるとされている。
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【問題 24】

貸金業者が、顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合に当該顧客に交付する貸金

業法第 17 条第�項に規定する書面（以下、本問において「基本契約に係る書面」とい

う。）及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約（以下、本問にお

いて「個別貸付契約」という。）を締結した場合に当該顧客に交付する貸金業法第 17 条

第�項に規定する書面（以下、本問において「個別貸付契約に係る書面」という。）に

関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄に

その番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付け

に係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡

担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別貸付契約に係る書面に記載すべき事項

（以下、本問において「記載すべき事項」という。）である「債務者が負担すべき元

本及び利息以外の金銭に関する事項」が、基本契約に係る書面に記載されているとき

は、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。

② 貸金業者は、記載すべき事項である「賠償額の予定に関する定めがあるときは、そ

の内容」が、基本契約に係る書面に記載されているときであっても、個別貸付契約に

係る書面における当該事項の記載を省略することはできない。

③ 貸金業者は、記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載

されているときであっても、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略

することはできない。

④ 貸金業者は、個別貸付契約に係る書面については、「契約の相手方の商号、名称又

は氏名及び住所」の事項を、個別貸付契約の契約番号その他をもって代えることがで

きる。
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【問題 25】

貸金業法第 19 条に規定する帳簿（以下、本問において「帳簿」という。）に関する次の

①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号を

マークしなさい。

① 貸金業者は、その営業所又は事務所が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを

行うことを要しない。

② 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡

したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の

額」が含まれる。

③ 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一

部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の

額」が含まれる。

④ 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との

交渉の経過の記録を記載しなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針に

よれば、「交渉の経過の記録」とは、勧誘を開始した時以降における交渉の経過の記

録であるとされている。
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【問題 26】

貸金業法第 24 条の�の�に規定する行政庁への届出に関する次の①〜④の記述のうち、

その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものと

して政令で定める金額を下回り貸金業法第�条（登録の拒否）第�項第 14号に該当

するに至ったことを知ったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登

録をした内閣総理大臣又は都道府県知事（以下、本問において「登録行政庁」とい

う。）に届け出なければならない。

② 貸金業者は、営業所又は事務所について貸金業法第 12 条の�（貸金業務取扱主任

者の設置）に規定する要件を欠く者に該当することとなった場合、内閣府令で定める

ところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、内閣府令で定めるところにより、

その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 株式会社である貸金業者は、その取締役が破産手続開始決定を受けた場合、内閣府

令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

−26−



【問題 27】

保証及び媒介等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだ

け選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭の貸付け（金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。）を行う者は、

当該貸付けに係る保証料(注�)の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、

増加後の利息は年�割（20％）を超えない割合であるが、増加後の利息と保証料と

を合算すると年�割（20％）を超える割合となる利息の契約をしたときは、出資

法(注�)上、刑事罰の対象となる。

② 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の�％

に相当する金額（当該保証の期間が�年未満であるものについては、当該保証料の金

額に、その期間の日数に応じ、年�分（�％）の割合を乗じて計算した金額）を超え

る手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領した場合、出資法上、刑事罰の

対象となる。

③ 貸金業者は、業として保証を行う者（以下、本問において「保証業者」という。）

との間で根保証契約(注�)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が元本確

定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結し

てはならない。

④ 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結したときは、

遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、「当該保証業者と当該貸付け

に係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る

契約を締結する場合には、当該保証料の額」を確認しなければならない。

(注�) 保証料とは、保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。

(注�) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

(注�) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務

とする保証契約をいう。
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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

【問題 28】

制限行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つ

だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の

審判を家庭裁判所がする場合、その審判によりその同意を得なければならないものと

することができる行為は、民法第 13 条（保佐人の同意を要する行為等）第�項に規

定する行為の一部に限られる。

② 被保佐人は、元本を領収する行為をするには、その保佐人の同意を得る必要はない

が、元本を利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

③ 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、その法定代理人の同

意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をするには、その法定代理人の同

意を得る必要はない。

④ 制限行為能力者による法律行為の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者とな

った後、その者に対し、�週間以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すこと

ができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場

合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したも

のとみなされる。
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【問題 29】

無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�

つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初

めから有効であったものとみなされる。

② 瑕疵ある意思表示を行った者による当該意思表示についての追認は、取消しの原因

となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる。

③ 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった

時から将来に向かって無効となる。

④ 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又

はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
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【問題 30】

質権及び抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�

つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 質権は、動産をその目的とすることはできるが、不動産及び債権をその目的とする

ことはできない。

② 動産に質権の設定を受けた質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有を

させることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。

③ 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債

権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することが

できる。

④ 抵当権者は、後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいない場合において、

利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の�年分

についてのみ、その抵当権を行使することができる。
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【問題 31】

債務不履行の責任等に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なもの

を�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した後相

当の期間が経過した時から遅滞の責任を負う。

② 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償を

させることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者が

その事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求す

ることができる。

③ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不

可抗力をもって抗弁とすることができる。

④ 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権

利の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得

たときに限り、その物又は権利について債権者に代位する。
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【問題 32】

連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その返済期日において、すべての連

帯債務者に対し、同時に、全部の履行を請求しなければならない。

② 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯

債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る。

③ 連帯債務者の一人と債権者との間に生じた混同は、他の連帯債務者に対してその効

力を生じない。

④ 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が

相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
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【問題 33】

相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭債権の債権者は、その債務者に対して特定物の引渡債務を負っている場合にお

いて、その金銭債権を自働債権とする当該特定物の引渡債務との相殺の意思表示をし

たときは、当該特定物の引渡債務を免れる。

② 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合におい

て、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

③ 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合で

あっても、その債権の債権者は、その債権を自働債権として相殺をすることはできな

い。

④ 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債権者は、相殺をもってその債務者

に対抗することができないが、その債務者は、相殺をもってその債権者に対抗するこ

とができる。
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【問題 34】

委任に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。

① 委任は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果

に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

② 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、

委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

③ 無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって、委任事

務を処理する義務を負う。

④ 受任者は、特約の有無を問わず、委任者に対して、相当の報酬を請求することがで

きる。
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【問題 35】

不当利得及び不法行為に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なも

のを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けた者（以下、本問におい

て「受益者」という。）は、そのために他人に損失を及ぼしたか否かを問わず、その

利益を返還する義務を負う。悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還し

なければならないが、その場合は、その他人に損害があっても、その賠償の責任を負

わない。

② 債務が存在しないのに、債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の

存在しないことを知らなかったとしても、その給付したものの返還を請求することが

できない。

③ 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、共同行為者は、その他

人に生じた損害につき、各自の加害の割合により按分された価額についてのみ、それ

ぞれ独立して賠償する責任を負う。

④ ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に

加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監

督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであった

ときは、この限りでない。
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【問題 36】

手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを

�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａが未完成にて振り出した約束手形の受取人であるＢは、当該約束手形に、あらか

じめＡとＢとの間でなされた合意と異なる補充をして、第三者であるＣに当該約束手

形を裏書譲渡した。この場合において、Ｃが、ＡＢ間の合意と異なる補充がなされて

いることを知った上で当該約束手形を取得していたとしても、Ａは、合意に反して補

充されたことをＣに対抗することができない。

② Ａは、Ｂの詐欺により、Ｂに対して約束手形を振り出した。Ｃは、当該事情を知ら

ず、かつ知らないことに過失なく、Ｂから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Ａは、

Ｃから手形金の支払を請求された場合、Ｂの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁

をもって、Ｃに対抗することができる。

③ ＡとＢとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債

権によることとする場合、その発生記録に係る電子記録の請求は、法令に別段の定め

がある場合を除き、電子債権記録機関に対して、Ａ及びＢの双方がしなければならな

い。

④ ＡとＢとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債

権とした場合、当該電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示

の合致によりその効力を生じるが、変更記録をしなければこれを第三者に対抗するこ

とができない。
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【問題 37】

Ａは、Ｂが所有する自動車甲をＣに売却する旨の契約をＣとの間で締結しようとしてい

る。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを

�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Ａ、Ｂ及びＣは、制限行為

能力者ではないものとする。

① Ａは、Ｂから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、Ｃとの間で、当該代

理権に基づく代理行為を行うに際し、Ｂのためにすることを示さないで、Ｃに自動車

甲を売却する旨の契約を締結した。この場合において、Ｃが、ＡがＢのためにするこ

とを知らず、かつ知ることができなかったときは、Ａは、自己のために当該契約をし

たものとみなされる。

② Ｂは、自動車甲を売却する代理権をＡに付与していないが、Ｃに対して、Ａに当該

代理権を与えた旨を表示し、Ａは、その表示された権限の範囲内において、Ｂの代理

人として、Ｃとの間で、Ｃに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Ｃ

が、Ａに当該代理権が与えられていないことを過失によって知らなかったときは、Ｂ

は、当該契約についてその責任を負わない。

③ Ａは、Ｂから何らの代理権も付与されていないのに、Ｂの代理人として、Ｃに自動

車甲を売却する旨の契約を締結した。また、Ｃは、ＡをＢの代理人であると過失なく

信じていた。この場合において、Ｂが追認をしなかったときは、Ａは、Ｃに対して、

履行又は損害賠償のいずれかの責任をＡ自身が選択して負わなければならない。

④ Ａは、Ｂから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、当該代理権は消滅し

た。その後、Ａは、当該代理権の消滅を過失によって知らなかったＣとの間で、Ｂの

代理人として、自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Ｂは、Ａの代理

権が消滅していることをＣに対抗することができる。
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【問題 38】

時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

② 裁判所は、当事者が時効の援用をしなくても、時効によって裁判をすることができ

る。

③ 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

④ 10 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、

その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取

得する。
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【問題 39】

契約の解除に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�

つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相

手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。

② 債務者が契約の主たる債務につき、正当な理由なく、その責めに帰すべき事由によ

って、債務の本旨に従った履行をまったくしない場合において、債権者が相当の期間

を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、当該債権者は、契約

の解除をすることができる。

③ 債権者は、履行の全部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契

約の解除をすることができるが、履行の一部が債務者の責めに帰すべき事由により不

能となったときは契約の解除をすることができない。

④ 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復

させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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【問題 40】

相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、当該配偶者の相

続分は�分の�であり、当該兄弟姉妹の相続分は�分の�である。

② 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

③ 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをす

ることができる。

④ 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始

めることができるまで、善良な管理者の注意をもって、その財産の管理を継続しなけ

ればならない。
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【問題 41】

倒産処理手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 民事再生法上、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期

にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることがで

きる。

② 破産法上、債権者は、破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在

及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

③ 会社更生法上、株式会社は、当該株式会社に、破産手続開始の原因となる事実が生

ずるおそれがある場合、又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の

継続に著しい支障を来すおそれがある場合は、当該株式会社について更生手続開始の

申立てをすることができる。

④ 会社法上、清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始

の申立てをしなければならない。
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【問題 42】

犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下、本問において「犯罪収益移転防止法」

という。）についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、設立の登記をしている法人（「外国に本店又は主たる事務所を有する

法人」ではないものとする。）である顧客の取引時確認として確認しなければならな

い事項である事業の内容の確認方法の�つとして、当該取引時確認をする日前�か月

以内に作成された当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認す

る方法がある。

② 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、

当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で

定める事項に関する記録（以下、本問において「確認記録」という。）を作成しなけ

ればならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他

の主務省令で定める日から、�年間保存しなければならない。

③ 貸金業者（その役員及び使用人を含む。）は、犯罪収益移転防止法第	条第�項の

規定による届出（以下、本問において「疑わしい取引の届出」という。）を行おうと

すること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者

に漏らしてはならない。

④ 貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を

行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するた

めの事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録（以

下、本問において「取引記録」という。）を作成しなければならない。貸金業者は、

取引記録を、当該取引の行われた日から�年間保存しなければならない。
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資金需要者等の保護に関すること

【問題 43】

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインについての次の①〜④の記述のう

ち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人

情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又はコンピュ

ータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード

等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索

することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一

般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいう。

② 個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。個人情報デ

ータベース等から記録媒体へダウンロードされたもの及び紙面に出力されたものは、

個人データに含まれない。

③ 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をい

う。ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復

継続して遂行される同種の行為であって、営利を目的とするものに限られる。

④ 保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、本人から求められる開示、内容の訂

正、追加もしくは削除、又は第三者への提供の停止のいずれかに応じる権限を有する

個人データであって、�年以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
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【問題 44】

消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法の適用のある消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転

もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

② 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事

項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容

が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者

契約は消費者契約法により無効となる。

③ 消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為

により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する」旨の

条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

④ 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又

は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定され

た解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴

い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について

無効となる。
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【問題 45】

不当景品類及び不当表示防止法（以下、本問において｢景品表示法｣という。）に関する

次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号を

マークしなさい。

① 内閣総理大臣は、事業者の供給する商品又は役務の取引について、景品表示法第�

条（不当な表示の禁止）第�項の規定に違反する行為があるとき又は違反すると疑わ

れる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命

ずることができる。

② 内閣総理大臣は、景品表示法第�条（定義）第�項もしくは第�項もしくは第�条

第�項第�号の規定による指定もしくは第�条（景品類の制限及び禁止）の規定によ

る制限もしくは禁止をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めると

ともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

③ 内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第�条第�項第�号に該当する表

示（以下、本問において｢有利誤認表示｣という。）か否かを判断するため必要がある

と認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該

事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第�条（措置命令）の規定の適用

については、当該表示は有利誤認表示とみなされる。

④ 内閣総理大臣は、景品表示法第�条の規定による命令又は第	条の�（勧告及び公

表）第�項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対

し、その業務に関して報告をさせることはできるが、当該事業者の事務所、事業所そ

の他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類等を検査することはできない。
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【問題 46】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第 13 条の�（過剰貸付け等の禁止）第�項に規定

する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21に定める

契約に該当しないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

② 売却を予定している個人顧客の不動産（借地権を含む。）の売却代金により弁済さ

れる貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるも

の（貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲

内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を

来すと認められる場合を除く。）

③ 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、

当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの（貸付けの金額が当該貸付けに

係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。）

④ 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第 115 条第�項及

び第 147 条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
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【問題 47】

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のう

ち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金

業者と当該苦情に係る契約者等(注)の自主的な交渉では解決ができないものであって、

当事者が和解をすることができるものをいう。

② 契約者等もしくは加入貸金業者である個人、法人又は「法人でない社団もしくは財

団で代表者もしくは管理者の定めがある者」であって貸金業務関連紛争の当事者であ

る者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立てをすること

ができる。

③ 紛争解決委員は、紛争の解決に必要な和解案の受諾の勧告により当事者間に和解が

成立する見込みがある場合であっても、相当と認めるときは、貸金業務関連紛争の解

決のために必要な特別調停案を作成し、当事者双方にこれを受諾させなければならな

い。

④ 紛争解決手続の申立人が当該申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その

開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が

加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている

場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。

(注) 契約者等とは、顧客等、債務者等もしくは債務者等であったもの又はその一般承

継人をいう。
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財務及び会計に関すること

【問題 48】

給与所得の源泉徴収票に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つ

だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 源泉徴収票における「源泉徴収税額」の欄には、所得税額及び住民税額の合計額が

記載される。

② 源泉徴収票における「控除対象扶養親族の数（配偶者を除く。）」の欄には、控除対

象扶養親族について、特定扶養親族、老人扶養親族、及びそれら以外の控除対象扶養

親族に区分してそれぞれの数が記載される。

③ 源泉徴収票には「控除対象配偶者の有無等」を記載する欄があり、控除対象配偶者

とは、民法の規定による配偶者又は婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある人であって、かつ納税者と生計を一にしている、年間の合計所得金額が

141万円未満の人をいう。

④ 源泉徴収票における「社会保険料等の金額」の欄には、事業主（会社）が負担した

社会保険料が記載される。
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【問題 49】

企業会計原則（大蔵省企業会計審議会発表）の一般原則に関する次の①〜④の記述のう

ち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 企業会計は、資本取引と負債取引とを明白に区別し、特に資本金と借入金とを混同

してはならない。これを一般に明白性の原則という。

② 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更

してはならない。これを一般に継続性の原則という。

③ 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を

作成しなければならない。これを一般に正規の簿記の原則という。

④ 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するもので

なければならない。これを一般に真実性の原則という。
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【問題 50】

会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容

が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸借対照表等は、資産、負債及び純資産の各部に区分して表示しなければならない。

② 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分

しなければならない。

③ 前受収益は、流動資産に属するものとする。

④ 未払費用は、流動負債に属するものとする。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
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